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病
院
の
窓
口
で
支
払
っ
た
保
険
診
療
分
の
自
己
負
担
額
が
一
か
月
で
高
額
に
な
っ
た
場

合
、
申
請
に
よ
り
限
度
額
を
超
え
た
分
を
高
額
療
養
費
と
し
て
払
い
戻
し
ま
す
。

 　

健
診
結
果
説
明
会
で
は
、
糖
尿
病
と
判

定
さ
れ
、
治
療
が
必
要
な
方
な
ど
３４
人
を

対
象
に
、『
医
師
に
よ
る
相
談
会
』
を
6
回

行
い
ま
し
た
。

　

協
力
い
た
だ
い
た
医
師
は
、
池
田
内
科
・

胃
腸
科
の
池
田
先
生
、
諸
江
内
科
循
環
器

科
医
院
の
諸
江
先
生
、
多
久
市
立
病
院
の

後
藤
先
生
で
す
。病
院
の
休
み
時
間
を
使
っ

て
、
各
公
民
館
で
個
別
に
相
談
を
受
け
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

先
生
は
相
談
者
か
ら
ゆ
っ
く
り
話
を
聞

い
て
質
問
に
答
え
た
り
、
治
療
や
お
薬
の

必
要
性
、
今
後
の
見
通
し
な
ど
指
導
さ
れ

ま
し
た
。

　

参
加
し
た
人
は
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
相

談
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
先
生
か
ら
直
接
指
導
を
受
け
る

こ
と
で
、「
病
院
に
行
っ
て
み
よ
う
と
思
っ

た
」「
薬
の

大
切
さ
や

勝
手
に
止

め
た
り
し

た
ら
な
ぜ

良
く
な
い

の
か
が
分

か
っ
た
」

と
意
識
が

変
わ
ら
れ

た
人
も
い

ま
し
た
。

　

相
談
内
容
や
先
生
か
ら
の
指
導
内
容
は
、

担
当
の
保
健
師
が
記
録
し
、
健
診
結
果
と

一
緒
に
参
加
者
に
渡
し
て
い
ま
す
。

　

治
療
が
必
要
な
人
に
は
、
適
切
な
医
療

の
提
供
が
で
き
る
よ
う
に
、
今
回
の
よ
う

な
相
談
会
等
で
、
集
団
健
診
を
受
診
さ
れ

た
人
だ
け
の
お
得
な
き
っ
か
け
作
り
も

行
っ
て
い
ま
す
。
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自分の健康は
自分で管理
できるように

「健診を活用しよう」
その２

特定健診を受けて
ここがお得！

糖尿病の治療が必要な人
に、医師による無料相談会
を行いました

平成２４年度特定保健指導
を受けられた

柴田 美由紀さん（多久町）

　野菜を多めに取るよう
になりました。また、食
事の際にはできるだけ、
野菜から食べるように心
がけています。

血糖値・中性脂肪
→正常値より少し高
めでしたが、正常値
に改善しました。

生活習慣の改善を目
指して取り組まれ、
変わったことは？

質問

声
住民さんの

vol.48

　

年
齢
に
よ
り
限
度
額
が
異
な
り
ま
す
。

　

今
月
は
７０
歳
以
上
の
人
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
（
７０
歳
未
満
の
人
の
限
度
額

は
９
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
）。

７０歳以上の人の自己負担額限度額表

区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者
（所得から控除額を引いた

額が１４５万円以上）
４４，４００円

８０，１００円
総医療費が２６７，０００円を越えた場合は

越えた分の １ ％を加算

一般 12,000円 ４４，４００円

住
民
税
非
課
税

Ⅱ
（Ⅰ以外の住民税非課税）

 8,000円

24,600円

Ⅰ
（年金収入８０万円以下等） 15,000円

〔
高
額
療
養
費
の
計
算
方
法
〕

①�

月
単
位
で
計
算
し
ま
す
。（
月
を
ま
た

が
っ
た
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
月
で
計
算

し
ま
す
）

②�
入
院
し
た
時
の
食
事
代
な
ど
保
険
が
き

か
な
い
も
の
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

③�
７０
歳
未
満
の
人
と
違
い
、
支
払
い
金
額

等
の
合
算
要
件
は
な
く
、
保
険
診
療
分

の
全
て
の
支
払
い
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※�

高
額
療
養
費
の
支
払
い
対
象
と
な
っ
た

場
合
に
は
、
診
療
月
の
２
か
月
後
に
市

か
ら
封
書
に
て
通
知
し
て
い
ま
す
（
２

か
月
よ
り
遅
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）。

※�

病
院
に
提
示
す
れ
ば
、
支
払
い
が
限
度

額
ま
で
で
計
算
さ
れ
る
限
度
額
適
用
認

定
証
に
つ
い
て
は
、住
民
税
非
課
税
（
Ⅰ

ま
た
は
Ⅱ
）
者
に
の
み
発
行
し
ま
す
。

一
般
・
現
役
並
み
所
得
者
は
発
行
で
き

ま
せ
ん
（
保
険
証
の
提
示
に
よ
り
、
限

度
額
ま
で
で
計
算
さ
れ
ま
す
）。
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